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税務課　課税係　 
☎７５－２１２６

市民生活課　市民係
☎７５－６１１６受付担当

次の証明書の交付
①所得証明書
※世帯全員の証明が必要な場合
　で、その世帯員に税法上の被扶
　養者があり、その者の所得証明
　も必要な場合は収入がないこ
　との（簡易）申告が必要なため、
　電話予約はできません。
②課税証明書　
③納税証明書

次の証明書の交付
①住民票の謄・抄本
②印鑑証明書
※印鑑登録手帳または印鑑登
　録証カードを必ずご持参く
　ださい。

取り扱う
予約

月曜日～金曜日（祝日除く）　８時３０分～１７時
電話予約
受付日時

　場　所　　宿直室（庁舎　裏玄関横）
　時　間　　平日　１７時３０分～２０時
　　　　　　（土・日・祝日は８時３０分～２０時）

交付する
場所と時間

　予約は代理人でもできますが、
受け取りは本人か、本人からの委
任状をお持ちの方に限ります。
　また、受取者確認のため、官公
署発行の身分証明書（運転免許
証・パスポート・住基カード・障
害者手帳・外国人登録証明書等の
顔写真付のもの）を提示してくだ
さい。

　予約は代理人でもできます
が、受け取りは本人か、同一
世帯の方に限ります。また、
受取者確認のため、官公署発
行の身分証明書（運転免許
証・パスポート・住基カード・
障害者手帳・外国人登録証明
書等の顔写真付のもの）を提
示してください。

受け取る時に
必要なこと

　　実施日　　３／２６日土　　３／２７日日
　　　　　　　４／２日土　　４／３日日
　　時　間　　９時～１２時
　斬本人確認のため免許証等を持参してください。　

　多久市からほかの市区町村に転出する時は、市が発
行する転出証明書が必要です。また、多久市に転入す
る時には、前の住所地の市区町村が発行する転出証明
書が必要です。
　住所を移す時は、必ず届け出てください。

3月末と4月初めは
土・日曜日も転入転出
届けを受け付けます

残転入・転出・転居の手続きと、それに伴う国民年金、
　国民健康保険・後期高齢者医療保険の手続き　　
　　取り扱い窓口　市民生活課　☎７５－６１１６

残転入・転出・転居による乳幼児医療費助成、子ども
　手当受給の手続き　　　　

取り扱い窓口　福祉健康課　☎７５－６１１８

　軽自動車やバイク、農耕用のコンバインやトラク
ターなどにかかる軽自動車税は毎年４月１日現在の所
有者に対して課税されます。使用していないまたは売
買などで所有者が変わっている場合は、３月末日まで
に名義変更や廃車の手続きをお願いします。
　手続きがない場合は引き続き使用中とみなされ、税
金がかかります。車種によって手続き先が異なります
のでご注意ください。

暫原付、農耕用車両は…
　　多久市　税務課　課税係　　　　　　☎７５－２１２６

暫軽四輪、軽三輪、軽二輪（１２５㏄超～２５０㏄）は…
　　軽自動車検査協会　佐賀事務所　　　☎３０－４０７８

暫自動二輪（２５０㏄超～）は…
　　九州運輸局　佐賀運輸支局　　　　　☎３０－７２７１

名義変更・廃車
手続きはお早めに

問い合わせ・手続き

行政からのお知らせ　　


